
議案第９号  

 

蕨市こども医療費支給に関する条例の一部を改正する条例 

 

蕨市こども医療費支給に関する条例（昭和４８年蕨市条例第３３号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第２号中「生計維持者」の次に「であり、日本国内に住所を有するもの」を

加え、同条第５号中「保護者」を「受給資格者」に改め、同号を同条第６号とし、同

条中第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

(3) 「受給資格者」とは、保護者のうち、第６条第１項の規定によりこども医療費

受給資格の登録を受けた者をいう。 

第２条に次の２号を加える。 

(7) 「医療機関等」とは、健康保険法（大正１１年法律第７０号）第６３条第３項

各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局並びに同法第８８条第１項に規定す

る指定訪問看護事業者並びに柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）第２条第

１項に規定する柔道整復師及びあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に

関する法律（昭和２２年法律第２１７号）第１条に規定するあん摩マッサージ指

圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者をいう。 

(8) 「現物給付」とは、受給資格者が、医療機関等（柔道整復師及びあん摩マッサ

ージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を受けた者については、蕨市と協

定を締結した者に限る。）から一部負担金等の支払を求められず、市町村が受給

資格者に代わって医療費を当該医療機関等に支払うことをいう。 

第３条第１項中「有し、医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養

者であるこども」を「有するこどもであって、医療保険各法による被保険者、組合員、

加入者又は被扶養者であるもの」に改め、同条第２項中「者の保護者」を「こどもの

保護者」に改め、同項に次の１号を加える。 

(6) 他の都道府県又は市区町村が実施する制度によりこども、重度心身障害者又は

ひとり親家庭等に対する医療費の支給を受けている者 

第４条第１項中「保護者」を「受給資格者」に改め、「前条に定める」を削り、同



項ただし書を削り、同条第２項中「保護者」を「受給資格者」に改める。 

第５条第１項中「対象児の保護者」を「受給資格者」に改め、同条第３項中「当

該」の次に「医療を受けた」を加え、「保護者」を「受給資格者」に改める。 

第６条第２項ただし書を削り、同条第３項中「第１項の規定により登録を受けた者

（以下「受給資格者」という。）」を「受給資格者」に改め、「（義務教育修了対象

児を除く。）」を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の蕨市こども医療費支給に関する条例の規定は、施行日以

後の診療等に係る医療費から適用し、施行日前の診療等に係る医療費については、

なお従前の例による。 
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